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○堺市立健康福祉プラザ条例施行規則 

平成２２年５月２４日 

規則第８１号 

改正 平成２４年３月２８日規則第１５号 

平成２５年３月２７日規則第６４号 

平成２７年３月２７日規則第４６号 

平成２９年３月２８日規則第６号 

平成３０年３月３０日規則第３９号 

令和２年１０月３０日規則第９７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市立健康福祉プラザ条例（平成２２年条例第８号。以下「条例」と

いう。）第２６条の規定に基づき、堺市立健康福祉プラザ（以下「プラザ」という。）の

管理及び運営について必要な事項を定める。 

（平３０規則３９・一改） 

（開館時間及び休館日） 

第２条 健康福祉センターの開館時間及び休館日は、別表第１のとおりとする。ただし、市

長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（対象者） 

第３条 条例第４条第４号の市長が特別の理由があると認めるものは、次の各号に掲げる者

とする。 

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条第４項

の規定により医療受給者証の交付を受けている者 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の３第７項の規定により医療受

給者証の交付を受けている者 

(3) 特定疾患治療研究事業について（昭和４８年衛発第２４２号厚生省公衆衛生局長通

知）により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの 

（平２７規則４６・平３０規則３９・一改） 

（専用使用の申請） 

第４条 別表第２の１の項の表に掲げる施設（別表第３の１の項及び２の項の表に掲げる附

属設備を含む。）を専用使用しようとする者は、健康福祉センター専用使用申請書（様式
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第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日の３か月前の日の属する月の初日から受

け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限り

でない。 

（共用使用の申請） 

第５条 別表第２の２の項の表に掲げる施設を共用使用しようとする者は、その使用の際、

健康福祉センター共用使用券（様式第２号。以下「使用券」という。）を求め、又は市長

が指示する方法により申し込まなければならない。 

（使用の許可） 

第６条 使用の許可は、条例第１０条第３項に定める場合のほか、使用料の納付後、健康福

祉センター専用使用許可書（様式第３号。以下「使用許可書」という。）を申請者に交付

して行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条に規定する使用にあっては、使用券の交付をもって、使

用許可書の交付に代えるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、第１５条第１項の規定により健康福祉センター対象者登録

証の交付を受けた者の使用にあっては、健康福祉センター対象者登録証の提示及び確認を

もって、使用許可書の交付に代えるものとする。 

（使用の許可の順位） 

第７条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が公益上特

に必要があると認めたときは、この限りでない。 

（使用の許可に係る使用時間） 

第８条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び

後始末に要する時間を含めたものとする。 

（使用許可書の提示義務） 

第９条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、その使用中、第６条第１項

の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれ

を提示しなければならない。ただし、第６条第２項及び第３項の規定により使用許可書の

交付を受けていない使用者は、この限りでない。 

（使用の許可の変更） 

第１０条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、健康福祉センター使用

許可変更申請書（様式第４号。以下「変更申請書」という。）に使用許可書を添付して市
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長に申請しなければならない。 

２ 市長は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める日までに、前項の規定によ

る申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、１回に限り使用

の許可の変更を承認することができる。 

(1) 別表第２の１の項の表に掲げる施設（プール、体育室に限る。） 使用しようとす

る日前２か月 

(2) 別表第２の１の項の表に掲げる施設（プール、体育室を除く。） 使用しようとす

る日前１４日 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができな

い事由があった場合において、使用の許可を変更して健康福祉センターを使用させること

が適当であると認めるときは、使用者からの申出により当該許可の変更を承認することが

できる。この場合における申出は、変更申請書に使用許可書を添付して行わなければなら

ない。 

４ 市長は、前２項の規定により使用許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の上、

これを使用者に交付するものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第１１条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速

やかに届け出ること。 

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。 

(3) 所定の場所以外で火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。 

(5) 許可を受けないで健康福祉センター内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。 

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。 

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(8) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し第１７条各号に規定する事項を遵守さ

せること。 

(9) 施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、全て係員の指示

に従うこと。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（平３０規則３９・一改） 
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（使用終了の届出） 

第１２条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、

その検査を受けなければならない。 

（使用料） 

第１３条 条例第１０条第１項の市長が定める使用料は、別表第２のとおりとする。 

２ 条例第１０条第２項の附属設備その他器具備品等の種類及び市長が定める使用料は、別

表第３のとおりとする。 

３ 市長は、条例第５条第１項後段の規定により変更の許可をしたときは、既納の使用料を

変更後の使用の許可に係る使用料（以下この項において「変更後の使用料」という。）の

全部又は一部に充てることができる。この場合において、既納の使用料に残額が生じたと

きは、当該残額は還付しないものとし、変更後の使用料に不足額が生じたときは、当該不

足額を直ちに使用者に追加納付させるものとする。 

４ 第１０条第３項の規定により使用の許可の変更をした場合において、既納の使用料に残

額が生じたときは、前項後段の規定にかかわらず、当該残額を還付するものとする。 

５ 条例第１０条第３項の規定に基づき使用料を後納させることができる者は、次のとおり

とする。 

(1) 国又は地方公共団体 

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者 

（使用料の減免） 

第１４条 条例第１０条第４項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場

合及びその額は、次のとおりとする。 

(1) 条例第４条に規定する対象者及びその介護者（対象者１人につき、介護者１人に限

る。）が共用使用するとき 全額 

(2) 本市又は条例第１５条の規定によりプラザの管理を行う指定管理者が主催する行事

のために専用使用する場合 全額 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が公益上特にその必要があると認める場合 全額

又は半額 

２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者（次項の規定により使用料の免除の申請をす

る場合を除く。）は、健康福祉センター専用使用料減免申請書（様式第５号）を市長に提

出しなければならない。この場合において、市長は必要があると認めるときは、減額又は

免除について参考となる資料を添付させることができる。 
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３ 第１項第１号の規定に該当することにより使用料の免除を受けようとする者は、健康福

祉センター共用使用料免除申請書（様式第６号）に、その事由を証する書面を添えて、市

長に提出しなければならない。 

（対象者登録証） 

第１５条 市長は、前条第１項第１号の対象者に係る同条第３項の規定による申請を承認し

たときは、健康福祉センター対象者登録証（様式第７号。以下「対象者登録証」という。）

を交付するものとする。 

２ 第５条の規定にかかわらず、対象者登録証の交付を受けた者が別表第２の２の項の表に

掲げる施設を共用使用しようとするときは、その使用の際、対象者登録証を提示しなけれ

ばならない。 

３ 対象者登録証の有効期限は、５年以内で市長が定める日までとする。 

４ 対象者登録証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

５ 対象者登録証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに市長に届け出て、書換え又は再

交付を受けなければならない。 

６ 対象者登録証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出て、再交付を受けな

ければならない。 

（使用料の還付） 

第１６条 条例第１０条第５項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合

及びその額は、次のとおりとする。ただし、第１０条第２項の規定により使用の許可の変

更を承認した場合は、第２号及び第３号の規定は適用しない。 

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなっ

た場合 既納の使用料の全額 

(2) 使用者が、別表第２の１の項の表に掲げる施設（プール、体育室に限る。）を使用

しようとする日前２か月までに使用許可の取消しをした場合 既納の使用料の全額 

(3) 使用者が、別表第２の１の項の表に掲げる施設（プール、体育室を除く。）を使用

しようとする日前１４日までに使用許可の取消しをした場合 既納の使用料の全額 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、健康福祉センター使用料還付申請書（様式第８号）

に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。 

（入館者の遵守事項） 

第１７条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気（喫煙を含む。）を使用しないこと。 
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(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(4) プラザ内を不潔にしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（施設等の破損等の届出） 

第１８条 使用者及び入館者は、プラザの施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は

滅失したときは、直ちに堺市立健康福祉プラザ破損（滅失）届（様式第９号）により市長

に届け出て、係員の指示を受けなければならない。 

（駐車場の管理運営等） 

第１９条 駐車場の供用時間は、午前８時３０分から午後９時３０分までとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

２ 市長は、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるときは、駐車を拒み、又は駐車場か

らの退去を命ずることができる。 

３ 駐車場の利用者は、他の自動車の駐車を妨げるなど、駐車場の管理上支障を及ぼすおそ

れがある行為をしてはならない。 

４ 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償し

なければならない。 

５ 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、

その損害を賠償する責めを負わない。 

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害 

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害 

(3) 前２号に掲げるもののほか、本市の責めに帰することができない事由により生じた

損害 

６ 条例第１１条第１項の規定により市長が定める駐車料金は、別表第４のとおりとする。 

７ 条例第１１条第３項の規定により駐車料金を減額し、又は免除することができる車両及

びその額は、次のとおりとする。 

(1) 本市又は他の地方公共団体の公用自動車 全額 

(2) 条例第４条に規定する対象者及びその介護者が使用する車両 全額 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める車両 全額 

（指定管理者の指定手続） 

第２０条 条例第１７条第２項の申請書は、堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書
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（様式第１０号）とする。 

２ 条例第１７条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款その他これに類する書類 

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類 

(3) 役員名簿 

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理及び運営について必要な事項は、所

管部長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、条例の施行の日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ この規則の施行日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し必要な手

続その他の行為については、この規則の施行前においても、この規則の例により行うこと

ができる。 

附 則（平成２４年３月２８日規則第１５号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２７日規則第６４号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第４６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の様

式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修

正の上、改正後の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみ

なして使用することができる。 

附 則（平成２９年３月２８日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則による改正前の堺市立健康福祉プラザ条例施行規則の規定により交付された

健康福祉センター対象者登録証については、この規則による改正後の堺市立健康福祉プラ

ザ条例施行規則により交付されたものとみなす。 

附 則（平成３０年３月３０日規則第３９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年１０月３０日規則第９７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成さ

れ、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様

式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

別表第１（第２条関係） 

（平２４規則１５・一改） 

施設 開館時間 休館日 

健康福祉センター（プール、体育室、

トレーニング室に限る。） 

午前９時から午後

９時まで 

(1) 火曜日（その日が国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日

に当たるときは、その日後にお

いてその日に最も近い休日で

ない日） 

(2) １２月２９日から翌年の１

月３日まで 

健康福祉センター（プール、体育室、

トレーニング室を除く。） 

１２月２９日から翌年の１月３

日まで 

別表第２（第１３条関係） 

（平２４規則１５・一改） 

１ 専用使用料 （単位 円） 

  午前

（９：０

午後１

（１

午後２

（１

夜間（１

８：００

昼間１

（９：０

昼間２

（９：０

午後

（１

昼夜間

１（１

昼夜間

２（１

全日

（９：
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０～１

２：０

０） 

３：００

～１

５：０

０） 

５：００

～１

７：０

０） 

～２

１：０

０） 

０～１

５：０

０） 

０～１

７：０

０） 

３：０

０～１

７：０

０） 

３：０

０～２

１：０

０） 

５：０

０～２

１：０

０） 

００～

２１：

００） 

プール 大人 ２２，０

００ 

１５，０

００ 

１５，０

００ 

３２，０

００ 

３７，０

００ 

５２，０

００ 

３０，

０００ 

６２，

０００ 

４７，

０００ 

８４，

０００ 

小人 １１，０

００ 

７，５０

０ 

７，５０

０ 

１６，０

００ 

１８，５

００ 

２６，０

００ 

１５，

０００ 

３１，

０００ 

２３，

５００ 

４２，

０００ 

体育室 大人 ４，２０

０ 

３，２０

０ 

３，２０

０ 

６，６０

０ 

７，４０

０ 

１０，６

００ 

６，４

００ 

１３，

０００ 

９，８

００ 

１７，

２００ 

小人 ２，１０

０ 

１，６０

０ 

１，６０

０ 

３，３０

０ 

３，７０

０ 

５，３０

０ 

３，２

００ 

６，５

００ 

４，９

００ 

８，６

００ 

研修室A ９００ ７００ ７００ １，３０

０ 

１，６０

０ 

２，３０

０ 

１，４

００ 

２，７

００ 

２，０

００ 

３，６

００ 

研修室B ６００ ５００ ５００ ８００ １，１０

０ 

１，６０

０ 

１，０

００ 

１，８

００ 

１，３

００ 

２，４

００ 

研修室C ６００ ５００ ５００ ８００ １，１０

０ 

１，６０

０ 

１，０

００ 

１，８

００ 

１，３

００ 

２，４

００ 

研修室D ６００ ５００ ５００ ８００ １，１０

０ 

１，６０

０ 

１，０

００ 

１，８

００ 

１，３

００ 

２，４

００ 

大研修室 ３，００

０ 

２，５０

０ 

２，５０

０ 

４，００

０ 

５，５０

０ 

８，００

０ 

５，０

００ 

９，０

００ 

６，５

００ 

１２，

０００ 

クッキング

ルーム 

１，００

０ 

９００ ９００ １，４０

０ 

１，９０

０ 

２，８０

０ 

１，８

００ 

３，２

００ 

２，３

００ 

４，２

００ 

クラフトル

ーム 

１，５０

０ 

１，２０

０ 

１，２０

０ 

２，１０

０ 

２，７０

０ 

３，９０

０ 

２，４

００ 

４，５

００ 

３，３

００ 

６，０

００ 

２ 共用使用料 （単位 円） 

区分 単位 金額 

プール 大人 １人１回 ６００ 

小人 １人１回 ３００ 
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体育室 大人 １人１回 ５００ 

小人 １人１回 ２５０ 

トレーニング室 大人 １人１回 ５００ 

小人 １人１回 ２５０ 

備考 これらの表において、「小人」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者をいう。 

別表第３（第１３条関係） 

１ 体育室の附属設備等（１回につき） （単位円） 

種類 単位 金額 

プロジェクター １式 １，０００ 

マイクロホン １台 ５００ 

ワイヤレスマイクロホン １台 ５００ 

２ 研修室の附属設備等（１回につき） （単位 円） 

種類 単位 金額 

プロジェクター １式 １，０００ 

マイクロホン １台 ５００ 

ワイヤレスマイクロホン １台 ５００ 

別表第４（第１９条関係） 

駐車料金 （単位 円） 

利用時間 金額 

１時間まで ０ 

１時間を超え２時間まで ２００ 

２時間を超え３時間まで ３００ 

３時間を超え４時間まで ４００ 

４時間を超え５時間まで ５００ 

５時間を超え閉場まで ６００ 
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様式第１号（第４条関係） 

（令２規則９７・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

（令２規則９７・全改） 

様式第５号（第１４条関係） 

（令２規則９７・全改） 

様式第６号（第１４条関係） 

（平２７規則４６・平３０規則３９・一改） 

様式第７号（第１５条関係） 

（平２９規則６・一改） 

様式第８号（第１６条関係） 

（令２規則９７・全改） 

様式第９号（第１８条関係） 

（令２規則９７・全改） 

様式第１０号（第２０条関係） 

（平２５規則６４・全改） 

 


